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共済期間
－　　 一一　 ～ｌｌ

９” ｊＺ　　 ・回 ．・　　　 －Ｒ〃

譜踟胼ヨに昌噐§とｔおり ます，
詳しくはＨＰをご覧ください。

ｈｔ ｔｐ ：／／ｗｗｗ．ｆ ｋｓ ｍ．ｊｐ／ｋｏｔｕ／　または　　　　　　　　　　　　　　　ノ
福島県市Ｅ交通災害共済　　に４ｉ‾ｊｉ‾－　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ

ｆ

福島県自転車条例で加入義務化された自転車損害賠償保険ではあり ません。
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｜　 （２０２ じ年）
※途４コで加入される方は、力０入した日の翌日から令手

・ｉ‾・

ダ

※年齢の制限はありません。

ｙ－
でら矩ｌ・ｙｙｉ

お問い合わせ先

‐
・

Ｓ
ｔ

Ｉ
Ｉ

●
●

●
●

●
●
一

自動車安全運転センター福島県事務所：
ＳＳ市ＥＢ∃ｊｉ・大原１ －Ｉ　Ｓ０２４－５９１ ・４ １１ １　：

（警察署への届け出が必要ですｊ　　　　：

『

ｒ‾１

ダ

庖．

（２０２５年）３
！満期問の開始前に髦忽サ

記載

３ へまで

／－

２５年） ３９ ３１ 日までで すｏ なお、共済期問の開始前にＥｉ した場合はＳけ皀　ください。

甚４

４７

交通事故によるケガの
治療のために入通院し

た日が明記されている
もの。

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

※「交通事故ＩＥ明害」「診断書」 については原本の提■が基本ですが、保険会社の 「原本の写と

相違ない」との証明があるものについては写しに代えることができ ます。

●

●

●

●

●

●

１－χＦニよ夕

回

会員ＩＩＥは大切に
ｆ、管してください。

乙乙　　会員Ｅ
●　Ｉ

／ＩＷＸ

ｅ
ｅ

ｅ
ｅ

●
●

●

●
認印で結構です。

Ｓ　 ｌｅ ｅｌ ｅｅ ●● ●● ●●・

●

●
●

●
●

●
●

犬

災きをＳけた日から２年間です、

見舞金等支給の算定基礎となる治療期間は事故発ｔ日から
１年以Ｆ大ＥＩで、請求期間は２年以内です。

請求期間（２年なＦち）

事故
発生日

Ｒ舞金等支給の算定基礎となる治療期間（１ 年な内）

鴪晉昌澀豐ぼ回雪む昌之尚之・

間は、２ａＳａによる

通院日数はｊ台療のために病院にＪつた日ｎです。
令和２年度より次の点が改ｍされま した。
・見舞金 の対象は 入院通院 ４日 目か らで ‾ｉ。
・共済見舞金 等の 支払 いは 、原則と して 同一 共済 期間 中１ 回で す。 ただ し、 同一共済

期間ｑコに再度素生した災害による傷害の程度の等級がよ り上級に該当する場合は、
請求によ り差額を吏払います。

２０，０００円
ＳＩ ＳＳ ＳＳ ＳＳ ■ｅ ■ａ ＳＳ ｅｌ ａＳ Ｓｅ

３００，０００円

３　　Ｅ入ｌｌｉ！１日・２００日な上
●Ｓ　 ＳＳ ＳＳ ●Ｓ 回Ｓ Ｓｌ ●Ｉ ＳＳ Ｓ● ●ｔ ●回 Ｉ● ●● ＩＳ ＳＩ Ｓａ Ｓ■ Ｓ■ Ｓ回 Ｓ回 ＳＳ ＩＳ ■ｅ ●回Ｓ

Ｉ

４　　Ｅ入・・１日・１ ５０日な上
．． ．・ ．． ．． ・． ．Ｉ ●・ Ｓ● Ｓ回 ●ｅ ●回 ａ● ●Ｓ ●回 回・ ●Ｓ ＳＳ ●・ Ｓ回 ●● Ｓ回 ＳＳ 回９ ｉ回回

５　　Ｅ入・・１日ｔ１ ２０日な上
Ｉ● ●● ●● ●ｌ ●● ・Ｓ ｌ４ ・Ｓ ＩＳ Ｉ・ １・ ・４ ＳＩ Ｓ・ ・・ ・ｌ ・Ｓ ｌｉ ４ａ ｌｅ ・・ ・・ ＳＩ ＳＩ Ｓ・

Ｉ

６　　ｉ入１１１１１日・９０日な上
回回 回Ｓ ●回 Ｓ● ●・ ・● ｌＳ Ｓ● ●Ｓ ●● ・Ｓ ｇ● ●Ｓ ４● ＳＳ ＳＳ Ｓｔ ●回 ９Ｓ ●● ・Ｓ 回● ＳＳ ●Ｓ 回９

１

７　　Ｅ入■ｉ！１日・６０日な上
Ｉ

●● 回● ●● Ｓ● ●回 ・● ＳＳ ・● ●Ｓ Ｉ枦 を● 回● ４・ ●ａ ｇＳ ●Ｓ ａａ ●● ａ● ●● 自Ｓ ●● Ｓ● ●９ ●ｌ

ｌ

８　　Ｅ入・ａ１日Ｓ３０日な上
ｌ

ｌ● ●● ●９ ●● ●９ １● ●Ｓ ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●Ｓ ●ｌ ●● ●● ●● ●● ●● ｌ● ●●　 ●Ｓ●

９　　Ｅ入１１１１日Ｓ８日な上
ａ回 ●● ＳＩ Ｓ● Ｓ回 ・Ｓ 回Ｓ ●Ｓ ＳＳ ●Ｓ ＳＳ ＩＳ Ｓｑ ＳＳ Ｓ・ ９ａ 回ｌ ●回 Ｓ● ●Ｓ ＩＳ ●Ｓ ＳＳ　 Ｓ●ａ

●

１０　 Ｅ入・ｉｌ１日・４日な上
●

・● 回Ｓ 回回 ＳＳ ●回 ・回 回Ｓ ＳＳ ＳＳ ＩＳ ＳＳ ｌａ Ｓ・ 回Ｓ ＳＳ ●ｇ ●ａ ９● ＳＳ 回Ｓ ＳＳ ｌｅ ・Ｓ　 回回Ｓ

重度障害 Ｅ自動車損害賠償保障法施行令

見舞金　Ｅ第１級または第２級の障・

Ｅ　 ２００，０００円
♂． ．． ・． ・． ・● ・Ｓ ・・ ＳＳ ４・ Ｓ・ ●回 回回 ●Ｓ ＳＳ

●

Ｅ　 １５０，０００円
ｊＳ ●回 ＳＳ Ｉ● 回回 ●● ・Ｓ ●Ｓ Ｓｔ Ｓｌ ｅ● 回Ｓ■

Ｅ　 １００，０００円
ｉ・ ・・ ・・ ・・ ｅ・ ＩＩ Ｓｌ ｌＳ ａ・ ・Ｓ ４・ 齒申ｌ

Ｅ　　 ８０，０００円
Ｊ● ●・ Ｓ４ ●ｔ ＳＳ ＩＳ 回● 回Ｓ ｇｅ 回Ｓ ｅ● 回回 ａＳ 回●

ｌ

Ｅ　　 ６０，０００円
ｌ

ａｌ ●● ●● ●● Ｓ● 回● ●４ Ｓａ ●Ｓ ●１ ４● ａ● ●● Ｓ●●

Ｅ　　 ５０，０００円
・！ ・● ●● ●● ＩＳ Ｓ● ●● ＳＩ ●● ●ｌ ●● ｌ● ●●

３０，０００円
１● ＳＳ Ｓ● Ｓａ ＳＳ ａ回 ＩＳ ａ回 ●● ・Ｓ ｅａ 回● ●Ｓ Ｓ●

Ｅ入院ａ院日数２７０日以上 ３００，０００円
９　 ・・　 回・ ・ｌ 回・ Ｓ・ ・Ｓ ａｌ ｌＳ・

ｌ

Ｅ死亡した場合
：‥ ‥‥ ●● ａ回 回ａ ＳＳ 回Ｓ Ｓ・

等級

１
ｌ　 ｌＳ Ｓａ 自ａ・

２

支給額
Ｓ

Ｅ　Ｉ，０００，０００円
ＳＳ ●Ｓ ＳＳ ｌａ Ｓ回 ＳＳ ・・ ●Ｓ ＳＳ ＳＳ ＩＳ 回Ｓ ●●●

共済 Ｉ見 舞金

災害の程度

こ
つ
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し
の

自転車の 事故の場合、 交通事故証明書の代わ りの

「ｌＥ人 （目撃者）による交通事故に関する証明書」、

「診断書」により 、１ ０等級（２万Ｐヨ）の見舞金をお

支払いし ます。

ｉバイク ・スクーターによる事放の場合は
交通事故証明書が必要です。
目撃者証明書での請求はできません。

交通事故により救急車で事故現場から病院等に運ば

れた場合「救急搬送証明書」（消防署Ｒまたは病院Ｒ

発行のもの） が得られれば、交通事故韶Ｅ明言と同様の

扱いとします。

とれない場合の特例

● 通帳など。

４　７１
－

包　＝

｜｜｜

人身事故証明書入手不能ミ 由香によ リ保険会社から

自賠責保険金が支払われた場合は、 「自認書」、 「人身

事故証明書入手不能理ＥＩＥＩ 書」 の２点の提出があれば、

見舞金等をお支払いします。

※自 回書の用 紙は 市役所に あり ますｏ

ン・ こ・

いの対象とはなりません。

、。。・ なときは　゛うなる７
『

共済期間中、他県（市外）に
転出 した場合は、 どうなりますか７ へヽごユノ

会員資格は失いません。転出先で交通事故にあっ
ても見舞金等をお支払いします。

● ９ｅ Ｏ９ Ｓｅ ・；　ｅ４ ｅ９ ・ｅ ●● 弗● ｅン ｅ⌒にＩ じ嗜 ９や ｅｅ　 。・ ●・　 ｅｅ９

場合は、見舞金等のお支払いはできません。

ＥＩ外での交通事故は対象にな りません。

９
・
、
‥

Ｑ
ａ
ｊ

●

壱
白

お支払いできません。 「目撃者証明書」 は自転車に；
よる事故を救済するものであり、歩行中の転倒や：
階段での転倒などは交通事故ではないためお支払？

・、ｊ

Ｃ

ｅ

※共済加入者が加害者 ・被害者であるかのＥ別はあり ません。 自らが事故の当事者となった場合は
見舞金等をお支払いします。

Ｍま度障害見舞金の請求期間は障害の等級認定を受けた日から２年間となり ます。請求の際は後退
障害診断書と、後遺障害の等級が確認できるものをお持ちください。

会員の故意または重大な過失（・Ｍ帯び、ＳＳｒＦ、 ｉ！ａａＪｉ・）
による交通事故、若しくは、天災その他の災害による事故の

歩行ゆに転んで負傷した場合、 「目撃者Ｅ明言」
でも見舞金は支給されますか７

●

●

●

吻
今

ｙＥＧＥ７７１８１．Ｅ


